
転用許可等に添付する登記事項証明書（全部事項証明書）について 
 

 登記事項証明書（全部事項証明書）につきまして、書面以外にも登記情報提

供サービスを活用した照会番号（照会番号及び発行年月日）でも提出できるよ

うになりました。 

 

       

 

       

 

        
 


